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はははじじじめめめににに   
 

茨城県においては、インターネットを中心とする情報通信技術の飛躍的発展により創

出された「IT 革命」に幅広い分野からの取り組みが必要との観点から、「茨城県高度

情報化社会推進本部(IT 推進本部)」を設置し、IT の進展に対応した主要課題に対応す

るため「茨城県 IT 戦略会議」により検討された最終報告書の提言を踏まえ、電子県庁

の構築などを柱とした、県として独自の IT 戦略の行動計画となる「茨城県 IT 戦略推進

指針」及び「茨城県 IT 戦略推進アクションプラン」を策定したところです。 
一方、国土交通省においては、平成 8 年に「建設 CALS/EC 整備基本構想」を策定し、

建設 CALS/EC（公共事業の各プロセスで発生する各種情報の標準化・電子化及び関係

者間での効率的な情報の交換・共有・連携の環境の創出）を導入するための指針が示さ

れ、2004 年度までに国の直轄事業への導入完成を目指して、精力的な施策展開がなさ

れています。また、平成 13 年 6 月には、国土交通省から地方自治体への CALS/EC の

導入促進を目的とした「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」が策定

され、都道府県レベルでは2007年度まで、市町村においては2010年度までにCALS/EC
の導入を完成することが望ましいことが示されています。 

さらに、公共工事は、コスト縮減、品質確保、透明性の確保といった様々な課題を抱

えており、国レベルでは「発注者責任研究懇談会」をはじめ多くの議論がなされていま

す。本県においても、公共事業執行の幅広い分野に IT を活用したマネジメント技術を

導入することにより、このような各種課題を解決することを目的とした「茨城県建設

IT マネジメント基本計画」を策定することとしています。 
 
このような背景のもと、行政の効率化・サービスの質的向上、技術者の IT 教育・普

及さらには市町村への支援等を整備内容とした建設 CALS/EC を推進するための行動

計画として「茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム（案）」を策定したものです。 
本プログラムをもとに、県をはじめとして市町村、県内の建設産業において建設

CALS/EC が円滑かつ確実に導入され、21 世紀におけるタイムリーで質の高い社会基盤

整備を推進するとともに、高度な建設産業基盤の構築に資することを目指しています。 
 

 
平成 14 年 3 月 

茨 城 県 
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茨城県 建設 CALS/EC アクションプログラム 

1. アクションプログラム作成の背景 
本県において、アクションプログラム作成に至った背景は、以下のとおりである。 
 
1）国の動向 

国土交通省においては、2004 年度までに CALS/EC の導入を完成すべく、2001年度

からは、公共事業に係る入札情報サービス（PPI：Public Procurement Information）
の運用を開始するとともに、一部の工事・業務での電子入札の本運用開始、さらに

は調査設計業務の全面的な電子納品開始といった取り組みがなされている。 
また、平成 13 年６月には、「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」

が策定、公表され、地方自治体における CALS/EC 導入のスケジュールの目安と国

等の技術支援内容が提示された。 
 

2）本県の動向 
本県においては、インターネットを中心とする情報通信技術の飛躍的発展により

創出された「IT 革命」に幅広い分野からの取り組みが必要との観点から、「茨城県

高度情報化社会推進本部(IT 推進本部)」を設置し、IT の進展に対応した主要課題に

対応するため「茨城県 IT 戦略会議」により検討された最終報告書の提言を踏まえ、

電子県庁の構築などを柱とした、県として独自の IT 戦略の行動計画となる電子県庁

の構築などを柱とした、県として独自の IT 戦略の行動計画となる「茨城県 IT 戦略

推進指針」「茨城県 IT 戦略推進アクションプラン」を策定し、IT を県民生活や産

業活動、行政サービスなどに戦略的に活用することで、21 世紀をリードする県とし

て、飛躍的な発展を遂げることが期待されている。 
「電子県庁の構築」については、2003 年の実現を目指し、電子調達の実現も実施

項目の一つとして挙げられており、電子県庁を実現するため公共事業への CASL/EC
の導入は急務となっている。 

 
3）他県の動向 

一部の先進的な自治体においては、既に CALS/EC 導入のためのアクションプロ

グラムを策定し公表しているところもある。また、国が地方展開アクションプログ

ラムを提示したことから、ほとんどの都道府県で、CALS/EC の導入に向けた何ら

かのアクションが起こされつつある。 
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国の動向 県の動向

CALS/ECへの取組

CALS/EC地方展開アクションプログラム　
（全国版）　（H13.6）

・建設CALS/EC整備基本構想（H8.4）

・建設CALS/ECアクションプログラム（H9.6）

・CALS/EC推進本部の設置（H12.10）

・電子納品の運用開始（H13～）

・電子入札の運用開始（H13～）

IT推進本部

○茨城県IT戦略会議の最終報告書公表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H13.11.7）

　・電子県庁の構築

　　→ワンストップサービスの実現

　　→電子調達の実現

　・情報通信基盤の整備

　　→iDCの誘致・連携

　・情報格差是正

○茨城県IT戦略推進指針の決定　（H13.12）

○茨城県IT戦略推進アクションプランの決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H14.3.1）

茨城県建設CALS/ECアクションプログラム

先進的自治体

　CALS/ECアクションプログラム
　公表済みの自治体

　　・岐阜県，三重県，愛媛県，滋賀県
 

 
図 1-1 建設 CALS/EC アクションプログラム策定の背景 
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2. アクションプログラム作成上の留意点 
本アクションプログラム作成にあたっては、平成 13 年 11 月に茨城県の市町村（建

設部門）及び建設業界（建設業，建築士事務所，測量設計業，地質調査業）を対象に実

施した建設 IT 実態調査の結果を参考とすることとし、以下にその留意点を整理する。 
（建設 IT 実態調査のとりまとめ結果は巻末を参照） 
 
1）市町村 

市町村における技術系職員の数は極めて少なく、特に IT 化へ対応できる町村は少

ないといえる。また、パソコンをはじめ、メールアドレス，インターネット接続環

境の整備状況を見ると比較的組織規模の小さな町・村の方が、既に整備されている

傾向にある。 
CALS/EC の認知度は市・町・村によらず 60～70％の組織が「CALS/EC を知っ

ている」と回答している。言い換えれば、“知らない”という組織が約 40％近くあ

るということになる。 
【アクションプログラム作成の留意点】 
��

��

必ずしも規模が大きな市町村が早期に CALS/EC を導入できる環境にあるわけ

ではない。早期に環境整備した町村においては、積極的に CALS/EC 導入するこ

とが望ましい。 
→段階的な整備が必要 
市町村においては、IT，CALS を担当する部署，職員を十分に配置できる環境

下にない場合が多く、外部からの支援が必要である。 
→県，建設技術公社を中心に、市町村への技術支援が必要 

 
2）企業 

パソコンをはじめ、メールアドレス，インターネット接続環境の整備状況を見る

と、業種によりかなりの違いがある。特に建設業においては、IT 環境整備の遅れが

目立ち、地質調査業，測量設計業においてはかなり整備が進んでいるといえる。 
また、建設 CALS/EC の認知度を見ると、建設業・測量設計業・地質調査業にお

いてはかなり高い認知度であるのに対して、建築士事務所では約半数程度の認知度

である。これは国も含め、建築分野への PR 不足が原因であるといえる。 
【アクションプログラム作成の留意点】 
��

��

民間企業においては、CALS/EC に関する様々な情報を常に発信するとともに、

各業界団体での研修会等を活発に実施するためにも、官民が協調し、情報交換が

出来る場を提供することが必要となる 
→継続的な情報発信，官民共同の情報交換が必要 
既に IT 環境が十分に整備された企業が多いため、極力、段階的なモデル事業を

実施する。 
→モデル事業の実施・拡大 
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3. 基本方針 
 
3.1  基本方針 
 
「茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム」は、茨城県に適合した建設

CALS/EC の行動計画であり、「茨城県建設 IT マネジメント基本計画」のサブプ

ログラムとして位置づけられる。 

 アクションプログラムは、以下の基本方針のもとに策定した。 

＜基本方針＞ 

① 2002～2010 年度を対象に、短・中・長期に分けて目標を設定する。 

② 整備目標に合わせて、整備内容・達成イメージを広く関係者が理解できるも

のとする。 

③ 建設 IT モデル事業を中心に、市町村への展開も含め段階的な整備内容とす

る。 

④ 外部機関による推進サポート体制，官民の役割分担，県内業者・県下市町村

への支援体制，連携方法等を明記する。 

⑤ 建設 CALS/EC の推進にあたっては、先行する国の動向、県の上位計画となる

「茨城県 IT 戦略推進指針」「茨城県 IT 戦略推進アクションプラン」との整

合を図りながら実施する。 

 
（1）2002～2010 年度を対象に、短・中・長期に分けて目標を設定する。 

国が策定した「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」では、都

道府県・政令指定都市は 2007 年度まで、市町村は 2010 年度までに CALS/EC の

導入完成を指導している。このことを踏まえ、本県においては、県は国の指導を１

年前倒しして 2006 年度まで、市町村においては国の指導どおり 2010 年度までに

CALS/EC の導入完成を目指すものとした。 
また段階的に建設 CALS/EC を整備するという前提に基づき、2002～2010 年度

までの９ヶ年を次の３つの段階に分けて、それぞれの段階において達成目標を設定

するものとした。 
��短期：2002～2003 年度＝２ヶ年（準備期） 
��中期：2004～2006 年度＝３ヶ年（展開期） 
��長期：2007～2010 年度＝４ヶ年（普及期） 

 
（2）整備目標に合わせて、整備内容・達成イメージを広く関係者が理解でき

るものとする。 
建設 CALS/EC には、公共事業に係わる多くの関係者間のパートナーシップなく

しては実現できるものではない。このことから、本アクションプログラムの内容は
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広く公開し、その内容の理解・促進を図る必要がある。したがって、整備内容や達

成イメージは広く関係者が理解できる分かり易いものでなければならない。 
 
（3）建設 IT モデル事業を中心に、市町村への展開も含め段階的な整備内容と

する。 
県で実施予定の建設 IT モデル事業の中で建設 CALS/EC の実証を行うことにし

ており、モデル事業で検証される課題と対応策については、広く一般にその内容を

公開していくことで、将来の市町村への展開も容易に行えるように配慮する。 
また、県と市町村とが一体となり、21 世紀の茨城県における新たな公共事業執

行体制の確立を目指すこととする。 
 
（4）外部機関による推進サポート体制，官民の役割分担，県内業者・県下市

町村への支援体制，連携方法等を明記する。 
建設 CALS/EC の推進にあたっては、関係者間のパートナーシップの確立が最も

重要となる。また、従来とは異なる IT を活用した業務形態となることから、建設

技術公社を核とした推進サポート体制を整備し、公社による各種サービス提供を行

うことをプログラムに盛り込むこととする。 
また、関係者間の情報交流を促進するための推進体制についても、具体的に提示

するものとした。 
 
（5）建設 CALS/EC の推進にあたっては、先行する国の動向、県の上位計画と

なる「茨城県 IT 戦略推進指針」「茨城県 IT 戦略推進アクションプラン」

との整合を図りながら実施する。 
建設 CALS/EC を実施するにあたっては、国が策定中の各種標準（ex.電子納品

要領類）や各種システム（電子入札システム等）を導入することを大前提とする。

このことから、これら標準開発やシステム開発に関する国の動向に合わせて、本県

のアクションプログラムを策定する必要がある。また、国の動向によっては、アク

ションプログラムを適宜見直していく必要も出てくる。 
また、建設 CALS/EC は公共事業発注部局を中心に導入されていくことになるが、

必要となるシステム環境整備については、県全体の情報化施策との整合性を図る必

要がある。 
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3.2 達成目標と実施範囲 
 
 茨城県建設 CALS/EC の活動は、対象期間を短・中・長期の３期に分けて、段

階的な目標の達成に向けて、順次実施範囲を拡大していくものとする。 

 
対象期間 短期（準備期） 

2002～2003 

中期（展開期） 

2004～2006 

長期（普及期） 

2007～2010 

達成目標 関係者の意識改革の推

進と受発注者間の円滑

な情報交換体制の整備 

行政内部の業務改革の

推進と電子入札・電子納

品の完全実施 

市町村を含めた茨城県

全体における新たな公

共事業執行体制の確立 

発注者 土木部 

（建設 IT モデル工事） 

県の公共発注部門の大

部分 一部の市町村 

県の公共発注部門全体 

県下市町村全体 

実施範囲 

受注者 モデル工事参加企業 主要民間企業 ほとんどの民間企業  
 
 
（1）短期（準備期）：2002～2003 年度(平成 14～15 年度) 
 

達成目標 関係者の意識改革の推進と受発注者間の円滑な情報交換体制の整備 
 

既に電子納品については、一部モデル工事を開始しているが、それに係わってい

る関係者はまだ僅かである。「茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム」が策

定されたことを受け、このような新たな活動を開始するにあたっては、関係者の意

識改革が重要であるという認識のもとに、広く関係者にその内容の周知と理解促進

に努め、本格的な建設 CALS/EC の展開を円滑に行える準備を行う。 
具体的には、関係者の意識改革を行うことを前提に、県独自の教育・研修プログ

ラムを作成し、その計画的かつ継続的な実施を建設技術公社にて行うこととする。 
本格的な電子納品の導入に向けて、平成 13 年度より開始しているモデル工事を

順次拡大していくとともに、出先事務所での電子納品に必要となるシステム環境整

備（CAD、プロッター等）を行う。 

表 3-1 電子納品モデル工事の拡大計画 

年度 2001 年度 
(H13 年度) 

2002 年度 
(H14 年度) 

2003 年度 
(H15 年度) 

対象工事件数 24 件 80 件 170 件 
 

電子入札に関しては、コアシステムの購入とカスタマイズを前提に、2003 年度

までにシステム構築を終え、2003 年度中に一部実案件に適用していくものとする。 
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（2）中期（展開期）：2004～2006 年度(平成 16～18 年度) 
 

達成目標 行政内部の業務改革の推進と電子入札・電子納品の完全実施 
 

建設 CALS/EC 導入準備を完成させた後に、実案件に順次本格的に適用していき、

県土木部の事業に対しては、電子入札、電子納品ともに、2006 年度中に全ての案

件に導入し完成させることとする。本県における公共事業の執行に対する県民の信

頼感をより一層増進させるため、国が「CALS/EC 地方展開アクションプログラム

（全国版）」で示した県レベルの導入完成時期である 2007 年度を１年前倒しで実

現することとしたものである。なお、県の他部局についても順次実現していくこと

とする。 
電子納品、電子入札といった IT ツールの導入を図るだけでなく、それらツール

と既存システムとの連携を図ることを前提に、不要となる業務プロセスの削減や制

度、各種基準等の見直しなど、行政内部の業務改革についても積極的に実現してい

く。 
また、一部の県下市町村を対象に、その導入支援を実現するために、電子入札の

共同利用・共同運用を検討・試行する。 
 
（3）長期（普及期）：2007～2010 年度(平成 19～22 年度) 
 

達成目標 市町村を含めた茨城県全体における新たな公共事業執行体制の確立 
 

国が策定した「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」では、2010
年までに我が国の全ての公共事業において、CALS/EC の導入を完成させ、21 世紀

における新たな事業執行体制の確立を目指している。 
本県においても、国の計画に追随し、2010 年度までに県下全市町村まで対象に、

県内の全ての公共事業において、電子納品、電子入札の導入を終え、県全体におけ

る新たな公共事業執行体制を確立していくものとする。 
市町村が建設 CALS/EC の導入を図るためには、県の指導と建設技術公社からの

技術的支援が不可欠であると認識しており、「茨城県建設技術管理連絡協議会」や

「茨城県公共工事契約業務連絡協議会」のような場を活用した支援体制の強化を図

りながら、目標達成に向けて、活動を推進していくものとする。 
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4. アクションプログラム 
 
4.1  アクションプログラム 
 
 「茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム」は、「いばらき建設 IT マネジ

メント計画」のサブ計画として位置づけられ、2010 年までに県全体の公共事業

に建設 CALS/EC を計画的に導入していくための具体的な行動計画となる。 

 本アクションプログラムは、基本方針に示した達成目標と実施範囲を対象に、

細分化した実施項目から構成されるが、県の上位計画や国の動向を踏まえ、実

施内容と実施時期を勘案する。 

 
（1）主要な実施内容 

具体的な実施項目，整備項目として、以下の内容についての実施内容と時期を具

体化している。 
 

【実施項目】 
��電子納品（業務，工事） 
��情報交換・共有 
��入札情報サービス 
��電子入札（市町村との共同運用の検討を含む） 
��電子申請（申請・届出等手続きの電子化） 

 
【整備項目】 

��CAD 利用環境整備 
��電子認証基盤の整備 
��体制の整備 
��市町村の技術支援 
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（2）県の上位計画と国の動向への配慮 
建設 CALS/EC については、県の上位計画としての「茨城県 IT 戦略推進指針」

「茨城県 IT 戦略推進アクションプラン」にも盛り込まれている。また、電子入札

のように県全体の電子認証基盤の確立との整合を図る必要性がある内容や県全体

として導入すべき統合型 GIS については、公共事業関連部局以外との調整を図っ

て実施していく必要がある。 
また、建設 CALS/EC の実施にあたって必要となる新たな基準・標準類について

は、基本的に国で開発されたものを導入することを前提とすることから、国におけ

る開発動向に合わせた計画とする。 
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表 4-1 茨城県建設 CALS/EC アクションプログラム（概要版） 

対象期間 短期（2002～2003 年度） 中期（2004～2006 年度） 長期（2007～2010 年度） 

達成目標 関係者の意識改革の推進と受発注者間の円

滑な情報交換体制の整備 
行政内部の業務改革の推進と電子入札・電

子納品の完全実施 
市町村を含めた茨城県全体における新たな

公共事業執行体制の確立 
行政の効率化・サービス向上 □ 入札情報サービスとの連携 

□ 電子入札システムの導入 
□ 電子入札システムの一部運用開始 
□ 電子納品モデル工事の拡大 
□ 電子納品の一部運用開始 
□ 電子納品実現に向けた発注者側システ

ム環境の整備 
□ 施工期間中の共有サーバ整備 
□ 各種申請様式のホームページ提供 
□ 各種申請・届出のインターネット活用 

□ 全ての県発注案件への電子入札導入 
□ 全ての県発注案件への電子納品導入 
□ 電子納品保管・管理システムの導入 
□ 建設 CALS/EC と既存システムの連携 
□ 電子決裁システムの一部導入 
□ 各種慣行・制度の見直し 
□ Web による情報提供の充実 
□ 一般競争参加資格申請の電子化 
□ 各種申請・届出のインターネット活用 

□ 統合型 GIS の整備 
□ 統合データベースの整備 

教育・普及活動 □ PR 活動の強力的推進 
□ 教育・研修プログラムの整備・充実 
□ 内部職員の情報化推進体制整備 
□ 企業への各種研修サービスの提供 

□ PR 活動の継続的推進 
□ 企業への各種研修サービスの提供 

□ PR 活動の継続的推進 
□ 企業への各種研修サービスの提供 

市町村への技術支援 □ 建設技術管理連絡協議会における情報

提供 
□ 各種体験研修機会の提供 

□ 電子入札ｼｽﾃﾑの共同利用・運営の開始 
□ 建設技術管理会における情報提供 
□ 各種体験研修機会の提供 
□ アクションプログラムの策定支援 

□ 電子入札ｼｽﾃﾑの共同利用・運営の拡大 
□ 各種アプリケーションの導入支援 
□ 建設技術管理会における情報提供 
□ 各種体験研修機会の提供 

建設 IT マネジメントの推進 □ PM ツールの試行的導入 
□ ストックマネジメントシステムの試行

的導入 

□ 発注者間連携ネットワークの整備 
□ PM ツールの本格導入 
□ ナレッジマネジメントシステムの導入 
□ ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの本格導入 
□ 電子契約の導入 

□ 企業評価データベースの整備 
□ 事業進捗状況のリアルタイム提供 

発注者側 一部の土木部関係機関（建設 IT モデル工事） 県発注機関の大部分 一部の市町村 県内の全ての公共発注機関 
普及予定範囲 

受注者側 モデル工事参加測量・設計会社、建設会社 主要な県内測量・設計会社、建設会社 公共事業の受注者となる県内の全ての測

量・設計会社及び建設会社 
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表 4-2(1) 茨城県 建設 CALS/EC アクションプログラム（案）（１／２） 

実 施 内 容 短期（準備期） 中期（展開期） 長期（普及期） 

区

分 

基本戦略    推進施策 具体的実施項目 2002

(H14) 

2003 

(H15) 

2004 

(H16) 

2005 

(H17) 

2006 

(H18) 

2007 

(H19) 

2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

備 考 

①入札契約関連情報のホームページ掲載  
 

        

発注関連情報の連携  
 

②入札情報サービ

スとの連携 
内部システムとの連

携 
システム導入検討 
 

          

システム構築 
 

          

運用計画検討 
 

          

 
 
 
 
 
 
(1)電子入札の導入 ③電子入札の実施 

電子入札の運用 
 

④電子納品のモデル工事 
 

          

調査設計業務 
測量業務 

⑤委託業務の電子

納品 
地質調査業務 
 

⑥請負工事の電子納品 
 
⑦電子納品保管・管理システムの整備 
 

 
 
 
 
 
 
(2)電子納品の導入 

⑧発注者側のシステム環境整備 
（CAD ソフト、プロッター等） 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 電子調達の推進 

(3)受発注者間の情報交

換・共有 
⑨共有サーバの整備           

(1)既存システムの再構

築 
⑩建設 CALS/EC と既存システムとの連携  

 
         

⑪統合型 GIS の整備  
 

         
(2)統合データ管理環境

の整備 ⑫統合データベースの整備  
 

        

統合型GISは

統合 DB の必

要条件 

 
 
 
1.2 行政事務の効率

化 

(3)各種慣行・制度の見

直し 
⑬共通仕様書の見直し等、既存の業務ルー

ルの見直し 
          

(1)Web による情報発信 ⑭事業進捗状況の情報開示  
 

         

⑮各種申請様式のホームページ掲載  
 

         

⑯一般競争参加資格申請の電子化  
 

         

１
行
政
の
効
率
化
・
サ
ー
ビ
ス
向
上 

 
 
 
1.3 行政サービスの

質的向上 

 
 
(2)申請・届出等手続き

の電子化 
⑰各種申請・届出のインターネット活用  
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表 4-2(2) 茨城県 建設 CALS/EC アクションプログラム（案）（２／２） 

実 施 内 容 短期（準備期） 中期（展開期） 長期（普及期） 

区

分 

基本戦略 推進施策 具体的実施項目 2002 

(H14) 

2003 

(H15) 

2004 

(H16) 

2005 

(H17) 

2006 

(H18) 

2007 

(H19) 

2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

備 考 

(1)関係者の意識改革 ①PR 活動の強力かつ継続的な推進          
 

 

②教育・訓練プログラムの整備・充実  
 

         

③内部職員の情報化推進体制整備  
 

         

 
 
 
2.1 人的基盤の強化 

 
 
(2)関係者の情報リテラ

シーの向上 
④外部活力の活用（アウトソーシング）  

 
⑤各種研修サービスの提供  

 
         

⑥ホームページを活用した技術情報の提

供 
 
 

         

２
教
育
・
普
及
活
動 

 
 
2.2 企業等への指導・普及 

⑦建設 CALS/EC に関する情報交流  
 

①電子入札システムの共同利用・運営  
 

        市町村が賛同

する前提 
3.1 システムの導入促進 

②各種アプリケーションの導入支援  
 

         

③茨城県建設技術管理連絡協議会におけ

る各種情報提供 
 
 

         

④各種体験研修機会の提供  
 

         

⑤アクションプログラムの策定支援  
 

        同上 

３
市
町
村
へ
の
技
術
支
援 

3.2 技術指導・普及促進 

⑥建設 CALS/EC 実現に向けた技術支援  
 

        同上 

①情報公開システムとの連携  
 

          
(1)情報開示 

②各種電子媒体による事業情報の提供  
 

         

③企業評価 DB の整備  
 

        国の整備方針

による 

 
 
 
4.1 県民との情報情

報交換・共有  
(2)透明性の確保 

④事業進捗状況のリアルタイム提供  
 

         

4.2 関係機関との情報交換・共有 ⑤発注者間連携ネットワークの整備  
 

        国の整備方針

による 
⑥PM ツールの導入  

 
         

⑦ナレッジマネジメントシステムの導入  
 

         

⑧ストックマネジメントシステムの導入  
 

４
建
設
Ｉ
Ｔ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進 

 
 
 
4.3 行政内部の業務改革 

⑨電子契約の導入  
 

        法的課題の解

決が必要 
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4.2  展開方針 
本県では、建設 CALS/EC の中核をなす実施項目である「電子入札」と「電子納品」

については、次のような展開を図るものとする。 
 

（1）電子入札 
 2003 年度(平成 15 年度)までにシステム構築を終え、2003 年度(平成 15

年度)中に、実案件の一部に導入を開始し、2004 年度(平成 16 年度)以降順

次拡大していき、2006 年度(平成 18 年度)には全ての県の発注案件への導入

を完成させる方針である。 

 
（2）電子納品 

 既に実施開始しているモデル工事を 2003 年度(平成 15 年度)まで順次拡

大していき、2003 年度(平成 15 年度)から一部の実工事を対象に本格導入を

開始する。その後 2004 年度(平成 16 年度)以降順次拡大していき、2006 年

度(平成 18 年度)には全ての県の発注案件への導入を完成させる方針であ

る。 

国が「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」で示す県における

達成目標年度は 2007 年度(平成 19 年度)となっているが、本県においては、それ

を１年前倒しして行うこととする。 

表 4-3 電子入札及び電子納品の展開計画 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
（Ｈ１３） （Ｈ１４） （Ｈ１５） （Ｈ１６） （Ｈ１７） （Ｈ１８） （Ｈ１９） （Ｈ２０） （Ｈ２１） （Ｈ２２）

電子政府

電子県庁

国土交通省

茨城県

県内市町村

電子政府
基盤構築

世界最先端
のＩＴ国家

電子県庁
構築

総合行政ネットワ－クの構築（県・市町村）

CALS/EC
一部開始

CALS/EC
の実現

建設ＩＴ
の実現

建設ＩＴの
一部開始

　　　　順次範囲拡大

順次範囲拡大

　

ＩＴモデル
事業開始

順次範囲拡大

電子入札
電子納品
一部開始

建設ＩＴの
一部開始

建設ＩＴ
の実現

順次範囲拡大
電子入札
一部開始

電子納品
一部開始

1年前倒し

 

なお、電子入札及び電子納品に関する計画は、電子県庁の整備計画である「茨城

13 
 



 
 

茨城県 建設 CALS/EC アクションプログラム 
  

県 IT 戦略推進アクションプラン」に盛り込まれている。 
本県における電子入札及び電子納品の実案件での具体的な適用対象の拡大計画

は、次のとおりである。なお、展開にあたってはＩＴ化の進捗状況等を参考にしな

がら見直していくものとする。 
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図 ４-１ 電子入札・電子納品拡大計画 

電子入札・電子納品

システム構築

モデル事業

一部開始

工事　
２億以上

５，０００万以上 （ランクＡ以上）

３，０００万以上 （ランクＢ以上）

１，０００万以上

１０００万未満で抽出
しモデル工事実施

すべて

一部開始

業務　 本庁起工 測量、設計

（地質除く） 　　５００万以上

地質１，５００万以上

すべて

２００４年度
(Ｈ１６年度)

３０００～２億
未満で抽出し
モデル工事実施

１０００～３０００万
未満で抽出し
モデル工事実施

２００３年度
(Ｈ１５年度)

２００５年度
(Ｈ１７年度)

２００６年度
(Ｈ１８年度)

２００７年度
(Ｈ１９年度)

２００８年度
(Ｈ２０年度)

２００２年度
(Ｈ１４年度)

電子入札ｼｽﾃﾑの構
築（関連ｼｽﾃﾑ含む）

電子納品
ﾓﾃﾞﾙ事業拡大

電　子　入　札　・　電　子　納　品
一　部　開　始　・　モ　デ　ル　事　業　の　拡　大

電子入札ｼｽﾃﾑ：公告・指名通知～参加資格確認申請（通称確認申請）
　　　　　　　　　　 ～入札～開札～結果通知～執行ｼｽﾃﾑ連携・公表
関連システム   ：入札参加資格申請（通称指名願）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付

モデル事業（電子納品）
Ｈ１３～Ｈ１５
Ｈ１３　工事　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ工事写真　24件
Ｈ１４　工事　工事完成図書　 　60件
　　   　業務　委託成果品　　　　24件
Ｈ１５　工事　工事完成図書　  120件
　　       業務　委託成果品　　　　50件
Ｈ１６～Ｈ１８
　　　　 工事　工事完成図書
共通
工事中・委託中の電子データ交換
印鑑など証明を伴うものは認証等が
整い次第（平成１５年度中）実施

電子入札　：　指名願い～公告・指名通知～・・・～結果通知・公表　までの一連の調達事務をイン
　　　　　　　　　ターネットを介して行う
電子納品　：　業務委託成果品・工事完成図書を電子データで納品
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5. CALS/ECの導入イメージと期待される効果 
CALS/ECが導入された場合の公共事業の執行イメージと期待される効果を次の代表

的な実施項目について整理すると以下のとおりである。 
 

１）Web による行政サービスの質的向上 
２）入札情報サービスとの連携 
３）電子入札の導入 
４）電子納品の導入 
５）受発注者間の情報交換・共有 
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1) Web による行政サービスの質的向上 
 

発注者

ホームページ

WWW

   発信
受信

 発信

受信

 
 
＜達成イメージ＞ 
Web（県のホームページ）を活用することで、一般県民への事業進捗状況に関す

る情報開示をより一層積極的に行うとともに、申請・届出等の電子化についてイン

ターネットを介して実現する。 
なお、申請・届出等手続きの電子化については、全庁的な電子県庁の施策項目と

して位置づけられることから、実現にあたっては、電子県庁との整合性を図ってい

く必要がある。 
 
＜期待される効果＞ 
公共事業の執行状況が、いつでも県民が把握できるようになり、事業執行に対す

る県民の信頼性の向上が期待できる。さらに、小中学校の社会科教育として取り込

まれることなどで、公共事業に対する理解促進を推進することが可能となる。 
一方、発注者側においては、アカウンタビリティの向上が期待でき、常時コンテ

ンツを情報発信する仕組みを整備することで、そのための業務負荷を気にする必要

はなくなる。 
申請・届出等手続きの電子化については、県民の行政手続きにおける利便性を飛

躍的に高めることが可能となる。例えば、自宅や職場にいながらにして手続きを行

うことが可能となり、県民に対する時間的制約からの解放が可能となるとともに、

窓口まで出向く必要がなくなることによる、移動時間とコストの削減にもつながる。 
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2）入札情報サービスとの連携 
 

インターネット

集約された入札情報
入
札
情
報
の
閲
覧

発注者A

入札情報サービス

発注者B

発注者C

入札者

国民

入札情報

入札情報

入札情報

定
期
的
な
入
札
情
報
の
収
集

 
 
＜達成イメージ＞ 
発注予定情報、発注情報、入札結果をインターネット上で一元的に集約、格納し、

検索利用をすることが可能となることから、応札希望者や県民は、いつでもどこで

も、県の公共事業の発注状況を把握可能となる。 
 
＜期待される効果＞ 
県の公共事業に関する入札・契約手続きにおける透明性・公正性の確保が可能と

なるとともに、また、入札方式との抱き合わせによるが、受注企業に対しては、タ

イムリーな情報入手が可能となり、入札機会が増えるというメリットを得ることに

もなる。さらに、応札者に対しては、談合防止の抑止力ともなり得る。 
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3) 電子入札の導入 
 

インターネット

電子入札システム

本人確認

参加申請・入札等

IBM

発注者

案件情報等

電子認証システム

認証局

電子認証書
発行

業　者

 

 
＜達成イメージ＞ 
応札希望者は予め県が指定する認証局から認証書が格納された IC カードの発行

の手続きを終えておき、入札を希望する案件における入札手続きを会社のインター

ネットに接続されたパソコンから実施する。企業内で IC カードの運用を確実に行う

ことで、セキュリティを確保した状態で一連の入札手続きを実施できる。 
また、開札結果もインターネット上で確認可能となる。 
 
＜期待される効果＞ 
従来、特定の案件の入札に参加した場合は、落札に至るまでに４～５回は担当者

が発注者の所に出向く必要があったが、全てインターネットを使って手続きが可能

であるため、そのための人件費と移動コストの削減につながる。 
一方、発注者側にとってみれば、電子入札を導入することで、従来のように応札

者が一同に会するといった場面はなくなり、結果として談合の抑止力につながるこ

とが期待できる。また、予定価格の事前公表や一般競争入札の導入範囲の拡大等の

制度的な改革と抱き合わせることで、抜本的な入札・契約手続きの改善が可能とな

り、公共事業の入札契約手続きにおける透明性・公正性の確保が可能となる。 
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4）電子納品の導入 
 

工事段階

設計段階

調査段階

納　品

納　品

納　品

 
 
＜達成イメージ＞ 
従来、紙ベースで納品されていた最終成果物を、それぞれの業務分野に応じた国

で作成した要領・基準類に基づき、電子データ化して CD-R や MO 等の電子媒体で

納品する。 
発注者側においては、国で開発中の電子納品保管・管理システムを導入し、納品

された電子データの保管・管理を円滑に行うこととする。 
 
＜期待される効果＞ 
受注者側においては、従来の製本の手間が省けるとともに、自社内における情報

管理においても、当初より定められた形で実績としての成果品を残すことが可能と

なることから、飛躍的に向上する。また、累積する成果物の保管スペースも格段と

少なくなり、文書保存箱等の活用による保管コストの削減も期待できる。 
一方、発注者側においては、電子納品保管・管理システムを導入することで、納

品時における成果品の機械的なチェックが可能となり、人為的な検査ミス等を回避

でき成果品の品質向上が期待できる。また受注者と同様、内部における情報管理の

容易性を確保が可能となるとともに、成果物の保管スペースの削減とそれに伴う管

理コストの低減が期待できる。さらに、将来の情報公開時において、開示請求者に

対して、よりスピーディに情報開示することが可能となり、行政サービスの質的向

上につなげることが期待できる。 
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5）受発注者間の情報交換・共有 
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＜達成イメージ＞ 
工事施工期間中にやり取りされる数多くの文書類を電子化し、発注者側で用意す

る共有サーバ上で、受発注者間で情報共有する。このことにより、受発注者双方で

事業進捗に関する各種の情報を随時内容確認可能となる。 
また、将来的には、このサーバに格納された情報を再利用することで、工事完成

図書の電子納品における元資料として位置づけることも試行していく。 
 
＜期待される効果＞ 
従来、受注者は必要な提出書類を随時発注者のもとに届ける必要があったが、そ

の移動に伴うコストが削減できる。また、発注者内部における書類の決裁状況も把

握できることから、工事の進捗に合わせて適切な業務処理が可能となる。 
一方、発注者側においては、工事の進捗管理が自らのパソコン上で可能となり、

隣接工区における工程調整などが従来以上にスムーズに行えるようになるというメ

リットがある。 
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6. 実施推進体制 
 
 本プログラムは、官民のパートナーシップのもとに推進することを基本とし、

受発注者相互の連携を密に図りながら実施していくものとする。 
 

県内測量設計業者

県（本庁） 建設業協会

県内建設業者

支
援

教
育

・研
修

相互協力
意見調整

意
見

集
約

建設IT実施推進体制

普
及

範
囲

の
拡

大

県（土木事務所）

指
導

支
援

建設技術公社

測量設計業協会

茨城県建設技術管理連絡協議会
茨城県公共工事契約業務連絡協議会

市町村
市町村
市町村

建設ITいばらき推進協議会

図 6-1 建設 CALS/EC の実施推進体制 

 
本プログラムを推進していく上で、公共事業における高度情報化の進展に対応し、

官・民との連携・協働により 総合的・戦略的に IT 化を推進するとともに、建設

CALS/EC の早期導入を図ることを目的に平成１３年８月に設立された「建設 IT いば

らき推進協議会」を中心として官民のパートナーシップのもとに推進することを基本と

し、受発注者相互の連携を密に図りながら「建設 IT モデル工事」を順次拡大実施し、

建設 CALS/EC の導入推進を図る。 
建設 IT モデル事業は茨城県及び茨城県建設技術公社が核となり、モデル工事参加者

となる受発注者相互を技術的に支援していく。また、受注企業側の各団体との意見調整

等の窓口的な役割も行う。 
なお、本プログラムの市町村への展開にあたっては、「茨城県建設技術管理連絡協議

会」並びに「茨城県公共工事契約業務連絡協議会」を活用して普及範囲の拡大を図るも

のとする。 
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7. 建設 ITモデル事業の実施 
建設 CALS/EC の導入にあたっては、本格運用に先駆けてモデル事業を行い、段階的

に実施範囲を拡大していくことにより、効率的かつスムーズに本格運用に移行できる。

特に受発注者間のデータ交換・共有に関する２つの実施項目「電子納品の導入」「受発

注者間の情報交換・共有」においては、関係者間の認識，スキル，環境整備状況等の違

いにより、様々な問題が発生することが予想される。これらの実施項目に関しては、速

やかにモデル事業が実施できるよう、建設 IT モデル事業の実施計画を明示する必要が

ある。 
また、建設 IT モデル事業を実施する目的は、以下の３点である。 
①実業務への部分的な建設 CALS/EC の導入による効果と問題点の把握 
②本格的に建設 CALS/EC を導入するための準備 
③現場レベルでの建設 CALS/EC の普及・促進 

 
以下、２つの実施項目について、モデル事業の概要・目的・手順，拡大計画を示す。 
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7.1 電子納品 

1）基本方針 
・電子納品を行うにあたっては、国が策定した電子納品に関する要領・基準類に準

ずる。 
・必要に応じ受発注者間の協議の上、成果の一部を電子納品するなど、可能な限り

広範囲にわたり、モデル事業を実施する。 
 

2）概要 
報告書等の成果品（工事においては完成図書等）を電子化し、電子媒体（CD-R

等）に格納し、納品する。電子成果品の作成にあたっては、「土木設計業務等の電

子納品要領（案）」「工事完成図書の電子納品要領（案）」等に基づいた管理ファ

イル，報告書ファイル，図面ファイル等を作成する。 
 

3）目的 
受注者は、実際に業務の成果物を電子的に納品することにより、環境整備の問題

点の把握や社員のスキルアップ等を行うとともに、社内体制を検討して、本格的な

電子納品運用に対する準備を行う。また、発注者側への要望（主に要領の変更要望）

を行うことにより、受発注者ともに、効率的な運用を目指す。 
発注者においては、電子成果品を実際に受け取り、業務上（運用上）改善すべき

点、検討すべき点を抽出・整理することが目的となる。また、電子納品保管・管理

システム導入後のモデル事業においては、同システムの有効性を検証するともに、

システムの体験，運用の確認を目的とする。 
 

4）拡大計画 
（1）委託業務の電子納品 

調査設計業務と測量業務においては 2003 年度(平成 15 年度)、地質調査業務にお

いては 2004 年度(平成 16 年度)の一部案件への本格導入を目指し、2002 年(平成 14
年)からモデル事業を開始する。 

また、一部本格運用が始まった後の 2005 年度(平成 17 年度)までモデル事業を実

施し、対象範囲を拡大し、2006 年度(平成 18 年度)の全業務の本格運用を目指す。 
（2）請負工事の電子納品 

請負工事においても 2003 年度(平成 15 年度)の一部案件への本格導入を目指し、

2001 年(平成 13 年)からモデル事業を開始する。 
※今後、委託業務・請負工事とも入札金額を目安に対象案件を検討する。 
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7.2 工事施工中の情報交換・共有 

1）基本方針 
モデル事業における工事施工中の情報交換・共有は、「電子メールを用いた情報

交換」と「情報共有サーバを用いた情報交換・共有」の２つの段階を設定する。 
 

2）概要 
【電子メールを用いた情報交換】 

電子メールを電話や FAX と同じように受発注者間での連絡手段として用いて、文

書等を電子メールに添付し、情報交換を行う。対象は、ファイルサイズが比較的小

さい、打合せ簿等に限定する。 
【情報共有サーバを用いた情報交換・共有】 

施工中の打合せ簿等を情報共有システム（サーバ）に登録し、確認・決裁、回答

を受ける。発注者から受注者への指示等を対象とする。 
 

3）目的 
電子メールという情報通信手段を用いて、受発注者を中心とする関係者間におけ

る協議・打合せを実施し、実務における有効性及び問題点を抽出する。さらに、協

議・打合せという目的だけではなく、書類の提出・確認等、その利用性を広く検証

する。また、電子メールは、今後実施されるオンラインにおける様々な情報交換・

共有の基本的な手段となるため、多く関係者の参加により、共通的な情報リテラシ

ー向上を図る。例えば、電子メールソフトの効果的な利用方法（発信者毎にメール

を振り分けるなど）を習得するなどである。 
さらに、情報共有サーバを用いて、打合せ簿等の受発注者間での情報共有の実用

性と問題点を把握する。 
 

4）拡大計画 
（1）電子メールを用いた情報交換 

電子メールに関する環境が整備されていれば、実施可能なため、2002 年度(平成

14年度)より順次モデル事業にて実施する。 
 

（2）情報共有サーバを用いた情報交換・共有 
2003 年度(平成 15 年度)に情報共有サーバが整備完了後、2004 年度(平成 16 年

度)より順次モデル事業にて実施する。 
※一部運用・本格運用の開始時期を今後検討する。 
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8. 情報リテラシー向上のための研修の実施 
建設 CALS/EC を実現する上では、県，市町村を問わず、職員及び受注者への教

育・普及を実施することが重要である。特に県においては、県内市町村への支援も

含めて、教育・普及をどのように実施していくかがテーマとなる。 
ここでは、建設 CALS/EC 実現のための情報リテラシー向上のための研修の実施

計画を示す。 
 
8.1 情報リテラシーとは 

“情報リテラシー”とは、コンピュータを使用して情報を活用する能力をいう。 
単にワープロ・ソフトや表計算ソフトが使えるだけでなく、電子メールなどを使う

際にマナーを守る、社内ネットワークにウイルスを持ち込まないようチェックすると

いったことも求められる。 
また、建設 CALS/EC 実現のためには、CAD ソフト，デジタルカメラ，電子入札シ

ステム，電子納品システム等が利用できることや、建設 CALS/EC の概要・効果等の

理解することも含まれるといえる。つまり、「建設 CALS/EC 実現のための教育」と

言い換えることもできる。 
 

8.2 研修計画 
1）研修対象 

本計画の対象者（研修を受ける者）は以下の３者を想定する。 
（１） 県土木部職員 
（２） 市町村建設系職員 
（３） 県内建設関連企業社員 

 
但し、企業への研修については、各業界団体や各社に委ねるものとして、参考計

画として示すのみとする。 
 

2）研修内容 
建設 CALS/EC を実現するにあたっては、IT に関わる様々なリテラシーを身につ

ける必要がある。それらには、どの産業でも必要となる基本的なリテラシーから建

設業界特有のリテラシーまで様々であるし、職種や役職により、必要となるリテラ

シーの内容やレベルは様々である。 
また、先に述べたように、コンピュータを操作する能力以外にも、建設 CALS/EC

の概要やその効果などを理解して実施しなければ、建設 CALS/EC の効果は上がら

ない。 
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以上のように、多岐にわたるリテラシーの中から、建設 CALS/EC 実現における

研修内容を以下のように分類を行った。 
 

操作に関する研修項目

概念に関する研修項目

　一般的なコンピュータ利用

　建設CALS/EC特有の利用

　一般的なコンピュータ利用

　 建設CALS/EC特有の利用

以下、研修項目を整理した。 

表 8-1 情報リテラシー向上のための研修項目 

分類 研修項目 
一般的なコンピュータの利用 ��

��

��

��

パソコンの操作 
基本アプリケーションの操作 
インターネットの利用 
電子メールの利用       等 

操
作
に
関
す
る
研
修
項
目 

建設 CALS/EC 特有の利用 ��

��

��

��

��

入札情報サービスの利用 
電子入札システムの利用 
電子成果品の作成 
電子納品保管管理システムの利用 
CAD ソフトの利用      等 

一般的なコンピュータの利用 ��

��

��

インターネット利用のマナー 
デジタルカメラの利用 
情報セキュリティ            等 

概
念
に
関
す
る

研
修
項
目 

建設 CALS/EC 特有の利用 ��

��

��

建設 CALS/EC の概要 
建設 CALS/EC の効果 
電子納品要領類の把握     等 

 
3）研修の実施手法 

上記の研修内容を習得するための手法としては、「県が実施する IT 研修会・講習

会」「外部機関による IT 研修会・講習会」を始め、各種ツール（本，ビデオ等）や

Web 上のコンテンツとして公開されている情報を利用するなどが考えられる。 
 

4）研修の実施体制 
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上記の分類の「一般的なコンピュータの利用」については、県職員，市町村職員は、

各組織が実施（実施予定）している IT 研修を主体とする。「建設 CALS/EC 特有の利
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用」については、「建設 IT いばらき推進協議会」を中心に実施する。 

28 
 
 

2



 

 
 
 
 
 
 
 

巻末 
 

建設 IT実態調査結果 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

1 

平成 13年 11月に実施した建設 IT実態調査による調査結果より、以下に茨城県下市
町村及び企業の情報化の現状を示す。 

 
 

1 市町村建設部門の情報化の現状 
1）技術系職員数 

各市町村の職員数（建設部門）の平均，技術系職員の割合は以下のとおりである。 

表 1-1 市町村の職員数（建設部門）の平均 

職員数（平均） 区分 

事務系 技術系 

市 87.5人 49.7人（56.8%） 37.8人（43.2%） 

町 24.7人 18.4人（74.5%） 6.3人（25.5%） 

村 13.7人 10.1人（73.7%） 3.6人（26.3%） 

計 39.2人 25.2人（64.3％） 14.0人（35.7％） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-1 技術系職員数の割合 
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2）コンピュータの導入率 
各市町村の１人あたりのパソコン，電子メールの保有率とインターネット接続環境

は以下のとおりである。 

表 1-2 茨城県下市町村の情報化の現状 

利用状況 全体平均    
  市平均 町平均 村平均 

パソコンの保有率 0.6台/人 0.5台/人 0.6台/人 0.7台/人 
電子メール保有率 0.1 ｱｶｳﾝﾄ/人 0.1 ｱｶｳﾝﾄ/人 0.1 ｱｶｳﾝﾄ/人 0.5 ｱｶｳﾝﾄ/人
インターネット接続環境 0.1台/人 0.1台/人 0.1台/人 0.2台/人 

 
3）IT化の推進体制 
建設部門における IT化推進組織の整備状況は以下のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4）建設 CALS/ECの認知度 
各市町村の建設 CALS/ECの認知度は以下のとおり。 
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2 県内建設業者の情報化の現状 
市町村と同じく、平成13年11月に実施した建設 IT実態調査による調査結果より、

以下に建設業者（建設業，建築士事務所，測量設計業，地質調査業）の情報化の現状

を示す。 
 

1）コンピュータの導入率 
各業種別のパソコン，電子メールの保有率とインターネット接続環境は以下のとお

りである。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社員１人あたりのパソコンの保有率（台）
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2）IT化の推進体制 
各業種別の IT化推進組織の整備状況は以下のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3）建設 CALS/ECの認知度 
各業種別の建設 CALS/ECの認知度は以下のとおり。 
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